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一

は
じ
め
に

（
�
）

周
知
の
よ
う
に
殷
・
西
周
時
代
の
身
分
制
に
つ
い
て
の
論
考
は
多
い
。
専
論
以
外
に
記
述
中
に
言
及
し
た
も
の
も
多
い
。
た
だ
、
そ
れ

ら
に
は
奴
隷
身
分
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
特
に
一
九
五
〇
年
代
以
降
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
研
究
に

は
そ
の
傾
向
が
著
し
い
。
こ
れ
は
こ
の
頃
の
古
代
史
家
が
中
國
古
代
に
奴
隷
制
時
代
を
強
い
て
措
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な

い
。
こ
の
傾
向
は
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
も
残
滓
を
引
き
摺
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

西
周
時
代
を
研
究
す
る
場
合
、
奴
隷
よ
り
も
、
当
時
の
社
会
基
盤
を
な
し
て
い
た
庶
人
の
研
究
こ
そ
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
庶
人
は
主
要

な
農
業
の
従
事
者
で
あ
り
、
軍
事
に
も
関
わ
り
、
社
会
全
般
が
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
庶
人
と
田
、
庶
人
と
徴
税
、
庶

人
と
官
制
、
庶
人
と
兵
役
・
徭
役
な
ど
、
庶
人
と
諸
般
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
は
じ
め
て
西
周
と
い
う
王
朝
の
性
格
や
構
造
が
わ
か
る

と
思
う
。

今
ま
で
は
奴
隷
制
に
注
力
さ
れ
、
庶
人
以
上
の
階
層
に
対
す
る
研
究
が
少
な
か
っ
た
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
反
省
か
ら
、
少
な
く
と
も

西
周
時
代
の
身
分
制
の
上
か
ら
下
ま
で
の
骨
組
み
だ
け
で
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
て
書
い
た
試
論
で
あ
る
。
よ
っ
て
細
部
ま
で
検
討

一
〇
七



し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。二

邑
人
と
身
分
の
骨
組
み

西
周
早
期
の
�
作
周
公
�
に
臣
三
品
と
い
う
語
が
あ
る
。

こ
の
臣
三
品
（
州
人
・
重
人
・
�
人
）
は
、
州
族
・
重
族
・
�
族
の
族
人
で
は
な
く
、
州
邑
・
重
邑
・
�
邑
の
三
邑
に
居
住
し
て
い
る

邑
人
を
指
し
て
い
る
。
采
土
の
賜
与
や
諸
侯
の
封
建
の
と
き
に
は
こ
の
よ
う
に
複
数
（
或
い
は
単
数
）
の
邑
人
が
采
邑
或
い
は
領
土
と
と

も
に
与
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
邑
人
の
内
部
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
た
か
は
、
次
に
挙
げ
る
宜
侯
�
�
と
大
盂
鼎
の
銘

（
�
）

文
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
は
封
建
の
例
で
あ
る
が
、
ま
ず
土
田
が
賜
与
さ
れ
、
次
い
で
人
の
賜
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
賜
与
さ
れ
た
人
を
整
理
す
る
と
次

の
二
種
に
な
る
。

①
在
宜
王
人
十
又
七
姓
│
│
│
宜
庶
人
六
百
又
□
（
十
）
六
夫

②
鄭
七
伯
│
│
│
│
│
│
│
│
盧
﹇
千
﹈
又
五
十
夫

①
の
「
在
宜
王
人
十
又
七
姓
」
は
宜
国
の
中
心
邑
に
な
る
宜
邑
に
居
住
す
る
一
七
の
姓
族
で
、
姓
・
氏
を
有
し
、
宗
・
分
族
と
い
う
宗

組
織
を
持
つ
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
王
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
王
の
臣
（
王
臣
）
で
あ
る
が
、
宗
周
に
出
て
中
央
政
府
の
官
に
な

る
ほ
ど
勢
力
は
な
く
、
邑
の
自
治
的
管
理
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
後
世
の
豪
族
・
士
の
よ
う
な
者
と
そ
の
一
族
の
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
に
隷

属
し
て
い
る
の
が
「
宜
庶
人
六
百
又
□
（
十
）
六
夫
」
と
数
え
ら
れ
て
い
る
庶
人
で
あ
る
。
庶
人
は
『
左
伝
』
襄
公
九
年
の

其
卿
譲
於
善
、
其
大
夫
不
失
守
、
其
士
競
於
教
、
其
庶
人
力
於
農
穡
。
商
工
�
隷
、
不
知
遷
業
。

に
よ
れ
ば
農
民
で
あ
る
が
、
三
年
衛
�
（
集
成

九
四
五
六
）
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に
よ
れ
ば
、
庶
人
が
商
人
と
し
て
仲
介
業
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
商
業
が
未
発
達
な
こ
の
時
代
に
は
庶
人
に
は
商
人
が
含
ま
れ
て
い
た

よ
う
だ
。

②
の
「
鄭
七
伯
」
は
伯
と
い
う
貴
族
的
呼
称
か
ら
見
て
、
①
の
一
七
姓
と
同
様
に
姓
・
氏
を
有
し
、
金
文
所
見
の
多
く
の
某
伯
と
同
様

に
宗
・
分
族
と
い
う
宗
組
織
を
持
つ
て
い
た
士
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
彼
ら
は
鄭
地
の
複
数
の
小
邑
か
ら
自
己
の
宗
氏
・
分
族
や
隷
属
す
る

盧
と
と
も
に
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
盧
は
来
母
魚
韻
で
来
母
魚
韻
の
虜
と
同
音
通
仮
す
る
。
虜
は
『
史
記
』
李
斯
列
伝
「
慈
母
有
敗

子
而
厳
家
無
格
虜
者
、
何
也
」
の
司
馬
貞
索
隠
に
「
虜
、
奴
隷
也
」
と
云
う
が
、
隷
民
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
大
盂
鼎

の
人
鬲
、
即
ち
「
自
馭
至
庶
人
」
と
同
じ
人
々
を
指
し
て
い
る
と
思
う
。

３
は
す
で
に
采
邑
・
采
土
を
有
す
る
貴
族
の
盂
に
さ
ら
に
人
が
賜
与
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
賜
与
さ
れ
新
た
に
邑
人
と
な
っ

た
人
々
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

③
邦
司
四
伯
│
│
│
│
│
│
│
人
鬲
自
馭
至
于
庶
人
六
百
又
五
十
又
九
夫

④
夷
司
王
臣
十
又
三
伯
│
│
│
人
鬲
千
又
五
十
夫
、

③
④
は
後
文
に
「
亟
か
に
�
（
意
義
不
明
）
し
、
厥
の
土
自
り
遷
せ
」
と
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
他
の
邑
か
ら
転
入
さ
せ
ら
れ
る
人
々

で
あ
る
。
③
の
「
邦
司
」
は
名
称
に
よ
れ
ば
周
邦
内
の
某
邑
の
支
配
層
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
伯
と
い
う
呼
称
か
ら
彼
ら
が
宗
・
分
族
と
い

う
宗
組
織
を
有
す
る
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
人
鬲
以
下
は
そ
れ
に
隷
属
し
て
い
る
人
々
を
い
う
。

④
の
「
夷
司
王
臣
」
と
は
も
と
東
夷
或
い
は
淮
夷
の
邑
の
支
配
層
で
あ
っ
た
の
が
、
周
邦
に
組
み
込
ま
れ
、
周
王
か
ら
そ
の
邑
の
管
理

を
任
さ
れ
た
者
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
十
又
三
伯
は
③
の
四
伯
と
同
様
に
宗
・
分
族
と
い
う
宗
組
織
を
有
す
る
士
の
こ
と
で
あ
る
。
人

鬲
に
つ
い
て
は
③
の
よ
う
に
「
自
馭
至
于
庶
人
」
と
内
容
を
説
明
し
て
い
な
い
が
、
略
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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③
④
の
「
人
鬲
」
は
人
と
鬲
で
で
き
た
連
語
で
、
人
は
庶
人
、
鬲
は
庶
人
を
除
く
馭
に
至
る
ま
で
の
数
種
の
隷
民
を
指
す
。
鬲
は
来
母

錫
韻
、
隷
は
来
母
質
韻
で
あ
り
、
双
声
近
韻
で
「
隷
」
と
通
仮
す
る
。
人
鬲
、
即
ち
人
隷
と
い
う
語
は
『
後
漢
書
』
周
嘉
列
伝
に
罵
詈
の

語
と
し
て
見
え
る
が
、
元
代
ま
で
も
使
用
さ
れ
た
隷
民
を
指
す
語
で
あ
る
。
こ
の
人
鬲
（
隷
）
と
い
う
語
は
『
左
伝
』
定
公
四
年
の

故
周
公
相
王
室
以
尹
天
下
。
於
周
為
睦
。
分
魯
公
以
大
路
大
旂
、
夏
后
之
璜
、
封
父
之
繁
弱
、
殷
民
六
族
、
条
・
徐
・
蕭
・
索
・

長
勺
・
尾
勺
。
使
帥
其
宗
、
輯
其
分
族
、
将
其
類
醜
。
以
法
則
周
公
。

に
見
え
る
「
類
醜
」
に
近
い
。
と
い
う
よ
り
は
同
じ
も
の
を
指
す
だ
ろ
う
。
条
・
徐
・
蕭
・
索
・
長
勺
・
尾
勺
の
六
氏
は
宗
・
分
族
と
い

う
宗
組
織
を
持
っ
て
い
て
①
②
③
④
の
士
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
類
醜
は
そ
れ
ら
に
将
い
ら
れ
る
人
々
で
あ
っ
て
、
六
氏
と
は
直
接
の

血
縁
関
係
は
な
い
。
杜
預
注
に
「
醜
、
衆
也
」
と
云
い
、『
国
語
』
周
語
上
「
况
爾
小
醜
乎
」
の
韋
昭
注
に
「
醜
、
類
也
」
と
云
い
、
曖

昧
に
表
現
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
「
自
馭
至
于
庶
人
」
階
層
の
隷
民
を
指
す
語
で
あ
る
と
思
う
。

こ
こ
ま
で
所
論
は
別
稿
「
衆
人
新
解
│
衆
人
為
邑
人
説
│
」
の
一
部
を
や
や
詳
細
に
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
骨
格
を
図
示
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

【
図
Ⅰ
】士

（
宗
│
分
族
）
│
│
│
庶
人
…
…
…
…
…
馭

┌
│
王
人
・
王
臣
│
└

┌
│
人
鬲
（
人
隷
）
│
└

┌
│
│

宗
・
宗
族
│

│
└

┌
│
│
│
類
醜
│
│
│
└

１
の
栄
と
３
の
盂
は
こ
の
よ
う
な
構
造
を
し
た
邑
人
を
銘
文
作
成
時
に
賜
与
さ
れ
、
も
と
か
ら
所
有
し
て
い
た
邑
の
邑
人
に
加
え
て
、

西
周
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盂
の
邑
の
新
し
い
邑
人
組
織
を
作
っ
た
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
新
し
い
邑
人
組
織
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
だ
ろ
う
か
、
散
氏
盤
を
見
て

み
よ
う
。

散
氏
盤
に
は
�
と
散
の
紛
争
の
決
着
が
田
の
譲
渡
で
は
か
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
田
の
譲
渡
の
次
第
が
詳
細
に
記
し
て
あ

る
。
紛
争
の
当
事
者
の
�
は
銘
文
末
尾
に
「
�
王
」
と
あ
る
よ
う
に
邦
君
で
あ
り
、
畿
内
に
独
立
国
家
を
擁
し
て
い
た
。
も
う
一
人
の
当
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事
者
の
散
は
散
邑
（
銘
文
冒
頭
）
の
釆
主
で
、
散
伯
�
（
集
成

三
七
七
七
、
三
七
七
八
、
三
七
七
九
、
三
七
八
〇
）
に

散
白
（
伯
）
乍
（
作
）
�
姫
宝
�
、
其
邁
（
万
）
年
永
用

と
あ
る
よ
う
に
姫
姓
の
貴
族
で
、
�
に
娘
を
嫁
が
せ
る
よ
う
な
一
族
の
当
主
で
あ
っ
た
。
田
譲
渡
の
と
き
に
�
側
か
ら
一
五
人
の
有
司
が

出
席
し
た
が
、
邦
君
の
有
司
な
の
で
検
討
対
象
か
ら
除
く
。
散
側
か
ら
は
一
〇
人
の
有
司
が
主
席
し
た
。
そ
の
内
訳
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

正
（
官
正
）
の
四
人
は
司
徒
、
司
馬
、
司
工
、
宰
と
い
う
散
側
の
官
組
織
の
ト
ッ
プ
四
人
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
散
人
の
小
子
が
出
て
く

る
必
要
が
あ
る
の
か
。
小
子
と
は
分
族
の
長
（
小
宗
の
長
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
官
正
と
と
も
に
実
地
検
分
を
し
て
い
る
。
官
正
は
官
の
ト

ッ
プ
で
あ
る
か
ら
、
官
正
に
よ
る
実
地
検
分
が
あ
っ
た
ら
そ
れ
以
外
の
者
の
実
地
検
分
は
必
要
な
い
の
に
、
な
ぜ
小
子
に
よ
る
実
地
検
分

が
必
要
な
の
か
。
恐
ら
く
釆
主
の
宗
氏
・
分
族
の
承
諾
な
し
に
は
宗
族
の
共
有
財
産
で
あ
る
土
田
の
増
減
が
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
小
子
は
宗
族
に
と
っ
て
は
重
要
な
族
員
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
必
ず
し
も
官
正
の
地
位
を
占
め
て
い
な
い
。
散
氏

盤
に
見
る
限
り
、
そ
の
就
い
て
い
る
官
職
は
低
い
。
こ
れ
は
小
子
が
邑
に
原
住
し
て
い
た
士
（
王
人
・
王
臣
）
と
同
じ
身
分
と
し
て
処
遇

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
時
と
と
も
に
釆
主
の
宗
氏
か
ら
分
族
し
て
い
く
者
は
身
分
が
一
段
落
ち
て
そ
の
家
臣
で
あ
る

士
の
列
に
加
わ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
の
所
論
を
図
Ⅰ
に
加
え
る
と
図
Ⅱ
の
よ
う
に
な
る
。
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５
　

鼎
（
集
成
二
八
三
八
）

隹
（
唯
）
王
四
月
既
省
（
生
）
霸

辰
在
丁
酉

井
（
邢
）
叔
才
（
在
）
異

為
□
□

使
厥
小
子

以
限
訟
于
邢
叔
「
我
既
贖

汝
五
〔
夫

効
〕
父
用
匹
馬
・
束
絲
」
限
許
曰
「

則
俾
我
償
馬

効
〔
父
則
〕
俾
復
厥
絲
束
」

・
効
父
廼
許

曰
「
于
王

参
門

□
□
木
楞

用
徴
『
誕
売
茲
五
夫

用
百

非
出
五
夫

則
□

』
廼

有

覬
金
」
井
（
邢
）
叔
曰
「
在
王
人

廼
売

用
徴

不
逆
付

毋
俾
弐
于

」

則

（
拝
）

（
稽
）
首
「
受
茲
五
〔
夫
〕
曰

曰
恒
曰
劦
曰

曰
省

事
（
用
）

（

）」

（
以
）
告
「

廼
卑
（
俾
）
郷
（
饗
）

（
以
）

酉
（
酒
）

（
及
）
羊

絲
（
茲
）
三

（

）
用

（
致
）

茲
人
」

廼
毎
（
誨
）
于

〔
曰
〕
「
女
（
汝
）
其
舎

矢
五
秉
」
曰
「
必
尚
（
当
）
卑
（
俾
）
処
厥
邑

田
厥
田
」

則
卑

（
俾
）
復
令
（
命
）
曰
「
若
（
諾
）」

【
図
Ⅱ
】

┐
│
│
│

小
子＝

釆
主
の
分
族
│

│
│
┘

─

─

釆
主
（
宗
）│
│
┴

┬
│
│

庶
人
│
│
…
…
馭

─

─

┌
│
王
人
・
王
臣
（
宗
・
分
族
）│
│
└

┌
│

大
夫
│

└

┌
│
│
│
│
│
│
士
│
│
│
│
│
│
└
┌
│
│
│

人
鬲
│

│
│
└

三

庶

人

春
秋
・
戦
国
時
代
の
庶
人
は
自
由
人
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
西
周
時
代
の
庶
人
は
僕
と
と
も
に
人
鬲
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
隷
民
と
し
て
の
要
素
が
強
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
鼎
銘
文
か
ら
も
窺
え
る
。

西
周
時
代
の
身
分
制
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は
そ
の
小
子

を
遣
わ
し
て
限
を
邢
叔
に
「
我
は
汝
を
仲
介
し
て
五
夫
を
買

た

効
父
に
は
代
金
と
し
て
匹
馬
・
束
絲
を
渡

し
た
」
と
訴
え
さ
せ
た

限
が
認
め
て
「

は
我
に
馬
を
返
還
さ
せ

効
父
は
絲
束
を
返
還
さ
せ
た
」
と
云

た

（

）
と

効
父
は
そ
れ
を
認
め
た

が
云
う
「
王
の
参
門

□
□
木
楞
で
徴
（
文
契（３
））

を
作

た
『
こ
こ
に
茲
の
五
夫
を
売
る

百

を

支
払
う

も
し
五
夫
を
出
さ
な
か

た
ら

則
ち

（
契
約
違
反
）
と
□
す
』
と

は

（
契
約
違
反
）
し

銅
を
得
よ
う
と

（
銅
払
い
を
）
強
い
て
い
る
（
４
）」

と

井
（
邢
）
叔
が
判
決
を
下
し
た
「
王
人
が
徴
（
文
契
）
を
し
て
売

た
の
に

に
人
を
引
き

渡
し
て
い
な
い

に
契
約
違
反
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と

は
拝
首
し
「
茲
の

・
恒
・
劦
・

・
省
の
五
夫
を
受
け
取

り

（
銅
貨
）
で
支
払
い
ま
す
」
と
云

た

邢
叔
は
告
げ
た
「

に
は
饗
宴
を
し

を
酒
と
豚
で
饗
応
さ
せ
よ

裁
判
費

用
の
三

は

に
納
入
さ
せ
よ
」
と

そ
こ
で

は

（

）
に
誨
し
て
「
汝
は

に
矢
五
秉
を
与
え
よ
」
と
云

た

又
「
必
ず

（
こ
の
五
夫
を
）
そ
の
邑
に
処
ら
せ

そ
の
田
を
耕
作
さ
せ
よ
」
と
云

た

は
「
諾
」
と
返
事
を
し
た

こ
こ
に
記
す
裁
判
は
人
物
関
係
が
錯
綜
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

銘
文
を
直
訳
に
近
い
形
で
書
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
に
は
�
と
�
の
間
で
百
�
分
を
銅
で
支
払
う
か
代
貨
（
匹
馬
・
束
絲
）
で
支
払
う
か
を
め
ぐ
っ
て
売
買
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら

裁
判
沙
汰
に
な
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
売
買
さ
れ
て
い
る
五
夫
が
、
銘
末
に
「
必
尚
（
当
）
卑

（
俾
）
処
厥
邑
、
田
厥
田
」
と
あ
る
よ
う
に
、
売
買
さ
れ
て
も
も
と
の
邑
に
居
住
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
自
己
所
有
の
田
で
耕
作
す
る
こ

西
周
時
代
の
身
分
制
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と
も
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
僕
や
臣
妾
な
ど
の
奴
隷
は
売
買
さ
れ
る
と
身
柄
が
移
動
す
る
の
に
、
彼
ら
は
身
柄
が
移
動
し
て
い
な

い
。
こ
れ
ら
か
ら
見
て
、
彼
ら
五
夫
は
奴
隷
以
上
の
身
分
、
す
な
わ
ち
庶
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
庶
人
の
売
買
は
臣
妾
な
ど

の
売
買
と
は
違
う
。
身
柄
が
引
き
渡
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
も
と
の
田
と
宅
の
使
用
権
も
移
動
し
な
い
。
い
っ
た
い
な
に
が
売
買
さ
れ

た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
名
籍
と
地
租
徴
収
権
が
売
買
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
庶
人
の
売
買
は
そ
の
名
籍
と
地
租
徴

収
権
だ
け
の
売
買
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
で
あ
っ
て
、
奴
隷
の
よ
う
に
物
扱
い
が
許
さ
れ
な
い
身
分
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

公
食
貢
、
大
夫
食
邑
、
士
食
田
（
受
公
田
也
）、
庶
人
食
力
（
各
由
其
力
）、
工
商
食
官
、
�
隷
食
職

こ
の
『
国
語
』
晋
語
の
記
述
に
い
う
よ
う
に
、
士
は
原
住
し
て
い
る
邑
中
の
田
の
占
有
権
を
持
ち
、
庶
人
は
田
の
使
用
権
を
持
っ
て
い

た
。
田
か
ら
得
ら
れ
た
収
穫
は
地
租
と
し
て
士
に
納
入
さ
れ
、
士
は
そ
の
一
部
を
後
世
の
大
夫
に
当
た
る
釆
主
に
納
入
し
て
い
た
。
士
が

原
住
し
て
い
る
邑
が
釆
邑
と
な
っ
た
後
は
、
邑
内
の
全
て
の
土
地
の
占
有
権
は
釆
主
に
移
り
、
士
は
分
与
さ
れ
た
田
の
二
次
占
有
権
を
持

つ
形
に
な
っ
た
が
、
庶
人
は
引
き
続
き
田
の
使
用
権
を
持
っ
て
い
た
。
士
は
庶
人
か
ら
地
租
を
徴
収
し
、
そ
の
幾
分
か
を
釆
主
に
納
入
し

た
。
だ
か
ら
釆
主
は
一
次
徴
収
権
を
持
ち
、
士
は
二
次
徴
収
権
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
庶
人
の
名
籍
や
地
租
徴
収
権
は
売
買
で
き
て

も
、
庶
人
の
田
の
使
用
権
は
誰
も
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
権
利
で
あ
っ
た
。
庶
人
が
他
の
隷
民
と
違
う
点
は
、
庶
人
が
自
己
の
身
柄
と
田

の
使
用
権
を
誰
も
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
権
利
と
し
て
保
有
し
て
い
る
点
に
あ
っ
た
。
た
だ
庶
人
に
は
釆
主
が
そ
の
名
籍
と
地
租
徴
収
権

を
売
買
で
き
る
と
い
う
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
完
全
な
自
由
民
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

西
周
時
代
の
身
分
制
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四

百

工

百
工
は
単
純
な
工
人
の
集
団
で
は
な
い
。
種
々
の
工
種
に
わ
か
れ
て
い
る
う
え
に
、
上
層
か
ら
下
層
ま
で
あ
る
。
作
冊
令
方
尊
に
見
え

る
の
は
そ
の
上
層
部
で
あ
る
。

こ
れ
に
「
卿
事
寮
、
諸
尹
、
里
君
、
百
工
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
周
邦
の
行
政
官
の
末
端
の
里
君
よ
り
下
に
位
置
す
る
。
こ
の
百
工

は
戦
国
晩
期
の
金
文

西
周
時
代
の
身
分
制
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に
見
え
る
工
師
に
相
当
し
、
工
人
中
の
上
層
部
で
、
官
の
一
員
で
あ
っ
た
。
そ
の
属
下
に
は
こ
こ
に
見
え
る
「
冶
工
隷
臣
�
、
西
都

…
…
」
や
「
工
隷
臣
�
」
の
よ
う
な
奴
隷
の
臣
が
あ
っ
た
。
上
層
部
は
賜
与
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
売
買
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た

が
、
下
層
の
工
臣
は
賜
与
の
対
象
に
さ
れ
た
。

孟
�
で
は
毛
公
と
遣
仲
の
無
需
征
伐
で
功
績
を
立
て
た
孟
の
父
が
毛
公
の
所
持
す
る
百
工
か
ら
工
臣
を
賜
与
さ
れ
て
い
る
。

百
工
が
官
（
有
司
）
を
含
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
奴
隷
と
と
も
に
奴
隷
身
分
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
大
部
分

が
工
臣
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

五

僕

馭

ま
ず
師
�
�
を
見
て
み
よ
う
。

西
周
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代
の
身
分
制

一
一
八



こ
こ
で
師
�
に
管
掌
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
西
偏
・
東
偏
」
と
「
僕
・
�
（
馭
）・
百
工
・
牧
・
臣
妾
」
で
あ
る
。
西

偏
（
西
鄙
）・
東
偏
（
東
鄙
）
の
小
邑
に
は
庶
人
が
居
住
し
、
農
耕
に
従
事
し
て
い
た
。
文
中
の
「
僕
・
�
（
馭
）・
百
工
・
牧
・
臣
妾
」

は
庶
人
以
外
の
隷
属
民
を
列
記
し
た
も
の
で
、
西
周
金
文
に
は
こ
れ
以
上
に
隷
民
を
詳
述
し
た
例
は
な
い
。

僕
は
以
下
の
例
に
あ
る
よ
う
に
賜
与
の
対
象
に
な
っ
て
い
て
奴
隷
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

西
周
時
代
の
身
分
制
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僕
と
い
う
語
は
多
様
な
使
用
の
さ
れ
方
を
し
て
い
る
。
第
一
が
１１
〜
１４
に
あ
る
よ
う
に
奴
隷
の
僕
で
あ
る
。
第
二
は
僕
馭
の
僕
で
あ

る
。こ

れ
は
�
田
で
の
藉
田
の
帰
り
に
王
が
騎
馬
で
先
導
す
る
令
・
奮
と
ど
ち
ら
が
先
に
着
く
か
賭
を
し
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
だ

が
、
王
が
馭
と
な
り
、
濂
仲
が
馭
を
し
た
。
馭
が
御
者
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
が
、
僕
の
職
掌
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
お
そ
ら
く
通
常
は

車
長
の
雑
務
を
こ
な
し
、
そ
の
護
衛
を
す
る
の
が
職
掌
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
僕
は
そ
の
役
割
や
仕
事
の
名
で
あ
っ
て

身
分
を
表
し
て
い
な
い
。
第
三
が
１６
の
車
僕
の
僕
で
あ
る
。

西
周
時
代
の
身
分
制
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こ
の
場
合
は
乗
員
・
車
徒
を
含
め
て
一
括
し
て
車
僕
と
呼
ん
で
い
る
。
第
二
の
僕
を
広
義
に
用
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
が
「
僕
�
」
の
僕
で
あ
る
。
こ
の
僕
�
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
僕
馭
、
百
工
、
牧
、
臣
妾
」
と
関
連
づ
け
て
奴
隷
の
一
種
に
含

（
�
）

め
る
説
が
あ
る
。
郭
沫
若
は
土
田
に
附
随
す
る
労
働
奴
隷
と
し
て
い
る
が
、
確
か
で
は
な
い
。
僕
�
は
奴
隷
の
名
称
と
は
思
え
な
い
。
そ

れ
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

僕
�
と
い
う
語
は
１７
〜
１８
の
三
器
に
見
え
る
。

西
周
時
代
の
身
分
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確
か
に
１７
で
は
臣
妾
、
１９
で
は
徒
と
連
称
さ
れ
て
い
て
、
臣
妾
と
同
類
の
よ
う
に
見
え
る
。
１８
の
「
僕
�
土
田
」
が
『
左
伝
』
の
「
土

田
陪
敦
」
や
『
毛
詩
』
の
「
土
田
附
庸
」
と
同
じ
も
の
を
指
す
こ
と
は
王
国
維
の
時
代
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
僕
・
陪
・
附
が
通

仮
す
る
こ
と
、
敦
が
�
字
の
誤
で
あ
る
こ
と
も
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。「
土
田
陪
敦
」
と
い
う
語
は
『
左
伝
』
定
公
四
年
で
は
次
の
場

面
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
魯
公
封
建
の
と
き
に
分
与
さ
れ
た
も
の
が
書
い
て
あ
る
の
だ
が
、
前
後
の
分
与
物
は
異
な
る
分
与
物
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と

を
前
文
と
後
文
に
繰
り
返
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
土
田
を
除
い
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

西
周
時
代
の
身
分
制
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つ
ま
り
、「
備
物
典
�
、
官
司
�
器
」
の
う
ち
備
物
の
典
型
的
な
も
の
が
「
大
路
大
旂
、
夏
后
氏
之
璜
、
封
父
之
繁
弱
」
で
あ
り
、「
陪

敦
、
祝
宗
卜
史
」
の
う
ち
の
陪
敦
が
「
殷
民
六
族
、
条
氏
徐
氏
蕭
氏
索
氏
長
勺
氏
尾
勺
氏
」
で
あ
る
。「
祝
宗
卜
史
」
は
そ
の
内
容
を
説

明
し
た
も
の
で
、
六
族
中
に
祝
宗
卜
史
を
職
掌
と
す
る
宗
族
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
僕
�
と
い
う
の
は
士
・
庶
人
・
類
醜
な
ど
を
指
す
語
で
、
釆
主
と
そ
の
分
族
を
除
く
被
支
配
者
を
意
味
し
て

い
た
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
「
附
庸
」
も
そ
う
考
え
れ
ば
理
解
が
し
や
す
い
。
１７
に
「
僕
�
臣
妾
」
と
あ
り
、
僕
�
と
臣
妾
と
あ
る
の
は
、
僕
�
に
は
広
義
と

狭
義
が
あ
り
、
狭
義
の
場
合
に
は
臣
妾
を
含
ま
な
か
っ
た
と
思
う
。
奴
隷
は
士
・
庶
人
の
所
有
物
で
あ
り
、
士
・
庶
人
と
い
え
ば
、
奴
隷

に
言
及
し
な
く
て
も
、
当
然
彼
ら
に
附
随
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

僕
�
は
本
来
「
附
�
」
と
書
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
�
は
城
の
古
字
で
城
壁
で
囲
ま
れ
た
邑
を
意
味
す
る
。
釆
主
が
そ
の
城

邑
を
賜
与
さ
れ
た
と
き
に
は
、
２
で
宜
地
に
封
建
さ
れ
た
宜
侯
か
ら
見
る
と
、
宜
邑
と
い
う
城
邑
に
原
住
し
て
い
る
士
・
庶
人
・
鬲

（
隷
）
な
ど
は
邑
に
附
随
し
て
い
た
人
々
と
見
え
た
は
ず
で
あ
る
。
封
建
領
主
や
釆
主
か
ら
見
た
場
合
の
邑
の
原
住
民
、
即
ち
邑
人
を
表

す
の
が
こ
の
語
で
あ
っ
た
と
思
う
。

西
周
時
代
の
身
分
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六

臣
妾
・
牧

臣
妾
は
次
の
金
文
に
あ
る
よ
う
に
賜
与
の
対
象
に
な
っ
て
い
て
奴
隷
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

西
周
時
代
の
身
分
制

一
二
四
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作
冊

令

（
集
成
四
三
〇
〇

四
三
〇
一
）

隹
（
唯
）
王
于
伐
楚

白
（
伯
）
才
（
在
）
炎

隹
（
唯
）
九
月
既
死
霸
丁
丑

乍
（
作
）
冊

令

俎
于
王
姜

王
姜
商
（
賞
）

先
に
挙
げ
た
師
�
�
の
「
僕
馭
、
百
工
、
牧
、
臣
妾
」
と
い
う
表
現
を
見
る
限
り
、
僕
と
牧
・
臣
妾
は
奴
隷
中
の
異
な
る
身
分
に
見
え

る
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
西
周
金
文
中
に
は
「
僕
某
家
」「
臣
某
家
」
を
賜
与
し
た
例
は
あ
る
。

し
か
し
、
僕
と
臣
を
同
時
に
賜
予
し
た
例
は
な
い
。
臣
と
他
の
奴
隷
を
同
時
に
賜
与
し
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
唯
一
の
例
外
が
次
の
銘

文
で
あ
る
。

西
周
時
代
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令
貝
十
朋
・
臣
十
家
・
鬲
百
人

公
尹
白
（
伯
）
丁
父
兄
（

）
于
戍

戍
冀

（
司
）
乞
（
訖
）
令
敢
揚
皇
王

（
貯
）
丁
公

文
報

用

（
稽
）
後
人

（
享
）
隹
（
唯
）
丁
公
報

令
用

（
深
）

（
張
）
于
皇
王

令
（
命
）
敢

（
張
）

（
貯
）

用
乍
（
作
）
丁
公
宝

用

事
于
皇
宗

用
郷
（
饗
）
王
逆

（
造
）
用

寮
（
僚
）
人

婦
子
後
人
永
宝

冊

こ
の
２９
に
「
臣
十
家
・
鬲
百
人
」
と
あ
っ
て
臣
と
鬲
が
同
時
に
賜
予
さ
れ
た
と
記
述
し
て
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
臣
と
鬲
は
別
種
の
奴
隷

で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
は
家
庭
を
有
す
る
奴
隷
十
家
と
独
身
の
奴
隷
百
人
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
意
味
は
な
い
だ
ろ
う
。
臣
と
他
の
奴
隷
を
区
別
し
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
恐
ら
く
奴
隷
身
分
は
臣
妾
の

一
つ
だ
け
で
、
他
は
職
掌
の
違
い
に
よ
る
呼
称
の
違
い
で
あ
っ
た
と
思
う
。
放
牧
し
な
が
ら
牛
・
羊
・
馬
を
飼
う
臣
を
牧
、
厩
舎
で
馬
を

飼
い
、
車
の
馭
を
勤
め
る
臣
を
馭
、
主
人
の
身
の
周
り
の
雑
務
を
こ
な
す
者
を
僕
、
工
房
に
あ
っ
て
工
人
と
し
て
働
く
臣
を
工
と
呼
ん
だ

と
思
う
。
季
姫
尊
（
新
収

三
六
四
）
に
は
狩
り
用
の
畋
臣
と
い
う
も
の
が
見
え
る
。

ま
た
作
冊
麦
方
尊
に
は
諸
�
臣
と
い
う
も
の
が
見
え
る
。

西
周
時
代
の
身
分
制
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こ
の
よ
う
に
臣
に
は
武
臣
も
あ
り
、
田
猟
用
の
畋
臣
も
あ
っ
た
。
金
文
に
出
て
く
る
臣
は
奴
隷
と
い
う
共
通
項
以
外
に
一
つ
に
括
れ
な

い
。
ま
た
臣
妾
も
他
の
奴
隷
と
異
な
っ
た
待
遇
に
あ
っ
た
様
子
が
な
い
。
職
掌
に
よ
っ
て
奴
隷
の
名
称
が
僕
で
あ
っ
た
り
、
馭
で
あ
っ
た

り
、
百
工
で
あ
っ
た
り
す
る
だ
け
に
見
え
る
。
奴
隷
の
中
が
幾
つ
か
の
身
分
に
分
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
身
分
は
臣

妾
が
一
つ
だ
け
だ
っ
た
だ
ろ
う
。『
左
傳
』
の
「
人
有
十
等
」
に
記
す
奴
隷
の
等
級
は
、
本
当
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、

後
世
の
職
業
観
に
基
づ
く
ラ
ン
ク
付
け
と
考
え
ら
れ
る
。
雲
夢
秦
簡
に
は
鬼
薪
白
粲
や
城
旦
舂
な
ど
と
と
も
に
隷
臣
妾
と
い
う
も
の
が
あ

り
、
鬼
薪
白
粲
・
城
旦
舂
・
隷
臣
妾
と
ラ
ン
ク
を
な
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
労
働
刑
の
肉
体
労
働
の
軽
重
の
名
称
で
あ
り
、
奴
隷

の
ラ
ン
ク
で
は
な
い
。

臣
妾
は
田
の
耕
作
に
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
の
呼
称
は
臣
妾
の
ま
ま
で
あ
る
。

西
周
時
代
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文
中
の
「
賜
汝
邢
�
�
田
于
�
（
峻
）、
以
厥
臣
妾
」
は
田
を
臣
妾
が
耕
作
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
采
邑
を
与
え
ら
れ
た
貴

族
は
釆
主
と
な
る
。
新
し
く
邑
を
作
っ
た
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
邑
に
は
士
・
庶
人
な
ど
が
先
住
し
て
い
た
。
釆
主
は
士
が
占
有
し
て
い

る
公
田
を
安
堵
し
て
、
第
一
次
占
有
権
を
持
つ
。
そ
の
時
点
で
士
の
占
有
権
は
第
二
次
占
有
権
と
な
る
。
庶
人
は
新
た
に
釆
主
が
登
場
し

て
も
公
田
を
使
用
す
る
使
用
権
を
持
ち
続
け
る
。
�
鼎
に
あ
る
よ
う
に
庶
人
が
他
の
釆
主
に
名
籍
と
地
租
収
益
権
を
売
買
さ
れ
て
も
、
田

の
使
用
権
を
持
ち
、
も
と
の
邑
に
住
み
続
け
た
ら
、
売
買
さ
れ
た
り
賜
与
に
使
わ
れ
る
田
は
一
体
ど
こ
か
ら
き
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
殷
・

西
周
時
代
に
は
開
墾
で
き
る
未
耕
地
が
多
か
っ
た
。
人
さ
え
い
れ
ば
、
田
を
増
や
す
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
買
い
入
れ
た

り
、
王
か
ら
賜
与
さ
れ
た
臣
妾
を
使
っ
て
開
墾
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
増
え
た
新
田
は
売
買
、
賜
与
に

使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
自
己
の
臣
妾
に
耕
作
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

田
作
に
用
い
ら
れ
た
臣
妾
は
『
左
伝
』
で
は
臺
と
呼
ば
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
職
掌
に
よ
る
名
称
の
違
い
だ
け
で
、
そ
れ

以
外
に
意
味
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

結

び

こ
こ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
纏
め
る
と
次
の
よ
う
に
図
示
で
き
る
。

西
周
時
代
の
身
分
制

一
二
八



（
小
子
）

┐
│
僕

┐
│
釆
主
の
分
族
│
┘

─

─

─

┬
│
馭

─

─

─

釆
主
（
宗
氏
）│
│
┴

┬
│
│

庶
人
│
百
工
（
工
師
）┬
│
百
工
（
工
臣
）

─

─

─

┌
│
王
人
・
王
臣
│
└

┬
│
牧

─┬
│
馭

─

（
宗
氏
・
分
族
）

┌
│
臣
妾

┌
│
大
夫
│
└

┌
│
│
│
士
│
│
│
└
┌
│
│
│
│

人
│

│
│
│
└
┌
│
│

鬲
（
隷
）│
│
└

釆
邑
と
し
て
釆
主
に
与
え
ら
れ
る
前
の
邑
に
原
住
し
、
姓
を
有
し
、
宗
族
組
織
を
有
す
る
王
人
・
王
臣
層
は
釆
主
と
庶
人
の
間
に
あ
っ

て
、
春
秋
時
代
以
後
の
士
と
呼
ば
れ
る
階
層
に
相
当
す
る
。
西
周
時
代
に
こ
の
層
が
士
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
本
稿
で
は
こ
の
層
を
士
と
呼
ん
だ
。
こ
の
層
が
士
に
発
展
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
決
し
て
誤
っ
た
名
称
で
は
な
い
と

思
う
。
後
に
士
は
大
夫
か
ら
分
族
し
た
者
を
加
え
て
増
加
す
る
。
大
夫
の
家
臣
で
あ
る
士
の
中
に
異
姓
の
士
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
春

秋
時
代
に
氏
族
が
分
解
し
て
氏
族
成
員
が
他
の
大
夫
の
下
に
身
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
異
姓
の
士
の

一
部
は
釆
主
が
釆
邑
を
与
え
ら
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
釆
邑
に
原
住
し
て
い
た
。
釆
主
は
こ
れ
を
士
と
し
て
家
臣
に
取
り
込
ん
だ
。
そ
の

後
、
分
解
し
た
氏
族
か
ら
さ
ら
に
流
入
し
て
き
て
春
秋
時
代
の
士
の
層
は
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

邑
中
の
氏
族
は
長
い
年
月
の
間
に
士
の
階
層
と
淪
落
し
た
階
層
に
分
化
し
、
前
者
は
宗
を
中
心
と
し
た
血
縁
組
織
で
あ
る
宗
氏
・
分
族

を
形
成
し
、
後
者
は
そ
こ
か
ら
除
外
さ
れ
て
庶
人
と
な
っ
て
、
邑
の
主
要
な
二
階
層
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
庶
人
は
士
と
遠
祖
が
同
じ
と
い

西
周
時
代
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身
分
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う
意
識
を
共
有
し
、
邑
中
の
自
己
使
用
の
田
は
誰
に
も
奪
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
に
属
す
る
田
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ま
だ
多
く
の
検
証
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
、
さ
ら
に
深
め
た
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

略
称

集
成

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
殷
周
金
文
集
成
（
修
訂
増
補
本
）』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年

新
収

鍾
柏
生
・
陳
昭
容
・
黄
銘
崇
・
袁
国
華
編
『
新
収
殷
周
青
銅
器
銘
文
曁
器
影
彙
編
』
芸
文
印
書
館
、
二
〇
〇
六
年

注
（
１
）
非
常
に
多
く
の
論
文
・
著
書
が
あ
る
の
で
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
る
。
郭
沫
若
『
十
批
判
書
』（『
郭
沫
若
全
集
』
歴
史
編
、
第
二
巻
、
人

民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）。
同
『
奴
隸
制
時
代
』（『
郭
沫
若
全
集
』
歴
史
編
、
第
三
巻
、
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
所
収
）。

陳
夢
家
『
殷
虚
卜
辞
綜
述
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）。
楊
�
「
論
殷
末
周
初
的
社
会
性
質
」（
歴
史
研
究
編
輯
部
『
中
国
古
代
分
期
問

題
討
論
集
』）。
胡
厚
宣
「
殷
代
非
奴
隸
社
会
論
」（『
甲
骨
学
商
史
論
叢
初
集
』
斉
魯
大
学
国
学
研
究
所
、
一
九
四
四
年
）。
趙
錫
元
「
試
論

殷
代
的
主
要
生
産
者
『
衆
』
和
『
衆
人
』
的
社
会
身
分
」（『
東
北
人
民
大
学
人
文
科
学
学
報
』
一
九
五
六
年
、
第
四
期
）、
同
「
再
論
商
代

『
衆
人
』
的
社
会
身
分
」（
吉
林
大
学
科
学
学
報
」
一
九
八
二
年
、
第
四
期
）。
束
世
澂
「
夏
代
和
商
代
的
奴
隸
制
」（『
歴
史
研
究
』
一
九
五

六
年
、
第
一
期
）。
韓
連
琪
「
殷
代
的
社
会
生
産
和
奴
隷
制
特
徴
」（『
文
史
哲
』
一
九
八
二
・
六
）。
張
永
山
（
胡
厚
宣
等
『
甲
骨
探
史
録
』

新
華
書
店
、
一
九
八
二
年
）。
金
景
芳
『
中
国
奴
隷
社
会
史
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）。
陳
福
林
「
試
論
殷
代
的
衆
、
衆
人
与

羌
的
社
会
地
位
」（『
社
会
科
学
戦
線
』
一
九
七
九
年
、
第
三
期
）。
裘
錫
圭
「
関
于
商
代
的
宗
族
組
織
与
貴
族
和
平
民
両
個
階
級
的
研
究
」

（『
文
史
』
第
一
九
輯
）。

（
２
）
本
稿
は
別
稿
「
衆
人
新
釈
」
と
前
後
し
て
書
い
た
。
ど
ち
ら
が
先
に
出
版
さ
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、「
衆
人
新
釈
」
と
記
述
が
重
な

っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
衆
人
の
論
証
に
も
庶
人
の
論
証
に
も
同
じ
論
証
が
必
要
な
の
で
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
読
者
の
諒
解
を

乞
う
。

（
３
）
徴
は
『
戦
国
策
』
斉
策
「
譲
王
為
太
子
徴
」
の
鮑
彪
注
に
「
徴
、
猶
信
也
」
と
云
い
、『
尚
書
』
胤
征
「
明
徴
定
保
」
の
孔
安
国
伝
に

西
周
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「
徴
、
証
」
と
云
い
、『
論
語
』
八
佾
「
杞
不
足
徴
」
の
朱
熹
集
注
に
「
徴
、
証
」
と
云
う
。
文
意
か
ら
「
文
契
」「
信
文
」
即
ち
契
約
書
の

こ
と
。

（
４
）
覬
は
『
広
韻
』
虞
韻
に
「
覦
、
覬
覦
、
欲
得
」
と
云
う
。
盗
み
得
る
こ
と
で
、
詐
取
。

（
５
）
沙
文
漢
『
中
国
奴
隷
制
度
的
検
討
』（
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）。
陳
連
慶
「
春
秋
奴
隷
考
略
」（『
中
国
古
代
史
論
叢
』

八
、
一
九
八
三
年
）。

西
周
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